
自立支援型ケアマネジメント体制強化事業業務委託企画提案競技募集要項 

１ 趣旨 
高齢者が元気に生活し続けることができる地域づくりを推進するため、自立に向けて支援が必要

な高齢者を短期集中予防サービス等の自立支援型サービスにつなげる仕組みを構築することが必要
である。 

本業務は、ＩＣＴを活用し、効果的で適切なサービスが提供されるよう、介護予防ケアマネジメ
ントにおけるアセスメントの質の向上・平準化に取り組むとともに、地域包括支援センターにおけ
る介護予防ケアマネジメント業務の負担軽減を支援することを目的に、介護予防ケアマネジメント
支援システムの導入効果を広める研修会の開催や市町村等へ出向き、実際に当該システムを操作・
体験できる研修会を企画・実施する。 
 
２ 委託業務内容 
（１）業務名 
    自立支援型ケアマネジメント体制強化事業業務委託 
（２）業務内容 
    別紙「自立支援型ケアマネジメント体制強化事業業務委託仕様書」のとおり 
（３）履行期間 
    契約締結の日から令和８年３月３１日まで 
（４）委託料の上限額 
    ４，３０９，６９０円（消費税及び地方消費税を含む。） 
 
３ 企画書作成上の条件 
 ・企画書作成に要する経費については、参加業者の負担とする。 
 
４ 募集及び企画提案競技スケジュール 

（1）公募開始 令和 7 年４月４日（金） 
（2）質問票受付締め切り 令和 7 年 4 月 11 日（金） 
（3）参加申込書の提出締め切り 令和 7 年 4 月 15 日（火） 
（4）提案書提出期限 令和 7 年 4 月 21 日（月） 
（5）審査委員会開催 令和 7 年４月下旬 
（6）審査結果通知 令和 7 年 5 月上旬 

 
５ 参加資格 

・応募資格を有する者は、次に掲げる要件全てに該当する者とする。 
（1）単独で参加するもの 
① 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しない者であるこ

と。 



② 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法 1（平
成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続開始の申立てた破産法（平成 16 年法律第 75 号）に
基づく破産手続開始の申立てがなされていない者であること。 

③ 事業の受託業務に関するノウハウを有し、次の各項目に該当すること。 

（ア) 委託業務の遂行にあたり、専門性を有するとともに十分な業務体制が整っていること。 
（イ) 宗教活動または政治活動を主たる目的とする者でないこと。 
（ウ) 特定の公職者（その候補者を含む）または政党を推薦し、支持し、または反対することを

目的とする者でないこと。 
（エ) 審査委員会に参加できること。 
（オ) 県との情報共有に必要な通信施設設備を保有し、常時連絡がとれる体制が整っているこ

と。（インターネット接続環境があることを前提とする。） 
④ 自己または自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次の各号に掲げる

者が、その経営に実質的に関与していないこと。 
（ア)暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号第 2 条第 2

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 
（イ) 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 
（ウ) 暴力団員が役員となっている事業者 
（エ) 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者 
（オ) 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約または資材、原材料の購入契約等を

締結している者 
（カ) 暴力団または暴力団員に経済上の利益や便宜を供与している者 
（キ) 役員等が暴力団または暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど、社会的に

非難される関係を有している者 
（ク) 暴力団または暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者 
⑤ 警察当局から、暴力団員が実質的に支配する法人又はこれに準じるものとして、大分県発注業

務からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 
⑥ 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な

資格を有する者（本要項 8（4）に規定するプレゼンテーション実施日において当該資格を有する
見込みの者を含む。）または同等の資質を有する者であること。 

 

（2）共同企業体で参加するもの 
・要件は以下のとおりとする。 

① いずれかの構成員を代表者とすること。 
② 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。 
③ 共同企業体を構成する全ての事業者は、前記（1）の要件を全て満たす者であること。 
④ 応募事業者は他の応募事業者の協力企業でないこと。また、協力企業は、複数の応募事業者の

協力企業とならないこと。 



 

６ 提案方法 
・企画提案競技への参加を希望する者は、①から⑤の書類を期限内に提出すること。なお、「5. 
応募資格（1）⑥」に示す大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入 
札に参加する資格を有していない者については、⑥の書類を併せて提出すること。 
（1） 提出書類 
  ＜必須書類＞ 

① 企画提案競技参加申込書（様式１） 
② 企画提案書（様式 2） 
③ 企画提案書（様式 2）の添付資料（審査会でのプレゼン資料） 
④ 誓約書（様式 3） 
※共同企業体として参加する場合は、構成する全ての事業者分を提出すること 
⑤ 定款（写し） 
※法人のみ提出 

 ＜該当者のみ＞ 
⑥大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する資格を    

有していない者 
・営業概要書、賃借対照表、損益計算書 
・取扱商品等調書 
・納税証明書（都道府県税） 
・納税証明書（地方消費税） 
※共同企業体として参加する場合は、参加資格を有していない者全ての事業者分提出するこ

と 
（2）提出期限・提出先 

提案競技への参加申し込み 
提出物：（1）提出書類① 
期限：令和７年 4 月 15 日（火）15 時必着 
提出先「10.問い合わせ・提出先」までメールにて提出すること。 
提案書類の提出 
提出物：（1）提出書類②から⑤、該当者のみ⑥も含む。 
期限：令和７年 4 月 21 日（月）16 時必着 
提出先「10.問い合わせ・提出先」までメールにて提出すること。 

（3）その他 
・参加申込書提出後に辞退する場合は、辞退届（様式 4）を提出すること 

 
7 質問の受付及び回答 

（1）質問受付方法 



・提案を行うにあたり疑義が生じた場合は、質問票（様式 5）を令和７年 4 月 11 日（金） 
15 時までに「10.問い合わせ・提出先」までメールにて提出すること。 

（2）回答方法 
・質問に対する回答は 4 月 14 日（月）を目途に、大分県の HP に公表する。 

 
8 審査方法・審査基準 
（1）審査方法 

・審査は、提案競技審査委員会で行い、応募者によるプレゼンテーションおよび質疑応答 
を実施する。 
・プレゼンテーションは、事前に提出された企画提案書に基づき行う。プレゼンテーショ 
ン時間は 20 分、質疑応答は 15 分を予定している。 
・審査は Web 会議（Zoom）により実施予定としている。 
・応募者が 1 者のみの場合は、プレゼンテーション審査を行わず、書類審査のみを実施 
することもある。 
・事前に書類審査を行う場合もある。 

（2）審査基準 
 別添「自立支援型ケアマネジメント体制強化事業業務委託に係る提案競技審査委員会審査基準」
のとおり。 
（3）評価基準 

合格基準: 提案内容に基づき、60 点（満点 100 点）以上を合格基準とし、これに満たない場
合は再度公募することとする。 

提案内容が特に実現性を欠く等の特別な理由がある場合、評価基準に基づき低評価とすること
がある。 
（4）審査日程 

・日程は、令和７年４月下旬に予定している。 
・詳細な日程については参加者数が確定後、各事業者に通知する。 

（5）審査結果の通知 
・審査結果は、提案者全員に速やかにメールで通知する。また、結果は大分県庁ホームペ 

ージにも掲載される。 
・結果に対する異議申立ては受け付けない。審査内容に関する問い合わせには一切応じな 

い。 
（6）その他 

・審査委員に対して不正行為を行った場合、その結果に影響を与えた場合、契約を締結し 
ないものとし、契約後に不正行為が発覚した場合は、契約を無効とする。 

・公正な審査を妨害する行為は禁止され、これに該当する場合は失格となる。 
 
９ その他 



（1）提案の失格、無効 
次の各号いずれかに該当する申込みは無効とする。 
① 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるもの又は記名のない参加申込書により参加申込

をしたもの。 
② 資格審査の結果、参加資格がないと認められるもの。 
③ 虚偽の申請により資格を得た者が提出したもの。 
④ 指定する提出期限を超えて提出（到達）したもの。⑤ 本要項 6（1）に示す提出書類がない

もの。 
⑥ 契約限度額を超える金額で見積書を提出したもの。 
⑦ 不正行為が行われたと認められるもの。 

（2）企画提案競技の停止、中止及び取り消し 
・緊急等やむを得ない理由等により、企画提案競技を実施することができないと認められる場合 

は、企画提案競技を停止、中止又は取り消すことがある。 
・なお、この場合において当該企画提案競技に要した費用を県に請求することはできない。 

（3）その他 
① 県は受託者に決定した団体と、事業の運営、実施体制等について協議・調整したうえで、委

託契約を締結する。 
② 事業実施にあたっては、県と協議のうえ、進めるものとする。 
③ 虚偽の記載をした参加申込書等は無効とする。また、参加要件を満たさない者又は委託事業

者選定までの間に参加要件を満たさなくなった者が提出した参加申込書等は無効する。 
④ 企画提案内容に含まれる特許権など法律に基づいて保護される第三者の権利の対象となって

いるものを使用した結果生じた責任は、参加者が負うものとする。 
⑤ 参加者から提供された従業員等の個人情報は、実施及び契約に係る事務処理において必要な

連絡にのみ用いるものとし、他の用途には用いないこととする。 
⑥ 上記に示す個人情報の取扱いは、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）

の規定に従うこととする。 
⑦ 提出された企画提案書等に係る著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条に規定する権利を含

む。）は県に帰属し、無償で県に譲渡するものとする。 
 

10 参加申込書・企画提案書等の提出及び本事業に関する問い合わせ先 
〒870-8501 大分県大分市大手町３丁目１番１号 
大分県福祉保健部高齢者福祉課 
TEL097-506-2694／E-mail a12300@pref.oita.lg.jp 

mailto:a12300@pref.oita.lg.jp

